
新型インフルエンザを疑う者が保健所へ電話相談した場合

有症者 最寄りの保健所

疑い例・確定例
か否かを診断

一般医療機関 指定医療機関

　　連絡 健康状態質問票

医療機関を所管する

保健所 NO 疑う患者 YES
　　連絡 か否かを判断

保健衛生課 保健衛生課

県内流行期・大規模流行期

県内発生・小流行期

相談保健所

海　外　発　生　期 国内発生期

疑い例でない者
が受診する旨

①疑い例でない者
　　　　　　　が受診する旨
②有症者に対して
　　　　　　　実施した対応

受入可能の旨

青森県健康危機管理対策本部
（事務局：健康福祉政策課）

YES

①受入医療機関
②必要な指示

N O

受入要請 受諾回答
直
ち
に
連
絡

①各関係機関への報告
②スポークスパーソン
　　　　　　　による公表

①　原則として、「海外発生期」と同様のトリ
アージ方針
②　「健康福祉政策課」を「防災消防課」、「青
森県健康危機管理対策本部」を「青森県危機
対策本部」に読み替える。

①　原則として、「海外発生期」と同様のトリ
アージ方針
②　「健康福祉政策課」を「防災消防課」、「指
定医療機関」を「指定医療機関及び協力医療
機関」、「青森県健康危機管理対策本部」を「青
森県危機対策本部」に読み替える。

①　感染症法に基づく入院措置を緩和し、原則
としてすべての医療機関で対応することとして
いる。また、入院は重症患者に行う。
②　本マニュアルに基づく対応の多くは実施す
る必要がなくなると考えられることから、疑い患
者・患者の届出・報告及び入院勧告等の感染
症法に基づく措置の実施について、その必要性
を含め、国に確認する。
③　「県内流行終息期」においても、①及び②に
同様の対応を行う。

連絡

連絡

電話
相談

受診
（必要に応じて
搬送）

疑い例・確定例
（否定例）
の報告

報告



新型インフルエンザを疑う者が指定医療機関を受診した場合

有症者

最寄りの保健所

確定例

か否かを診断

指定医療機関※

※最初に受診した指定医療機関と、 保健衛生課

　　入院する指定医療機関は、必ずしも一致しない場合がある。

県内流行期・大規模流行期

県内発生・小流行期

届出受理
保健所

海　外　発　生　期 国内発生期

青森県健康危機管理対策本部
（事務局：健康福祉政策課）

受入要請 受諾回答

①各関係機関への報告
②スポークスパーソン
　　　　　　　による公表

①　原則として、「海外発生期」と同様のトリ
アージ方針
②　「健康福祉政策課」を「防災消防課」、「青
森県健康危機管理対策本部」を「青森県危機
対策本部」に読み替える。

①　原則として、「海外発生期」と同様のトリ
アージ方針
②　「健康福祉政策課」を「防災消防課」、「指定
医療機関」を「指定医療機関及び協力医療機
関」、「青森県健康危機管理対策本部」を「青森
県危機対策本部」に読み替える。

①　感染症法に基づく入院措置を緩和し、原
則としてすべての医療機関で対応することとし
ている。また、入院は重症患者に行う。
②　本マニュアルに基づく対応の多くは実施す
る必要がなくなると考えられることから、疑い
患者・患者の届出・報告及び入院勧告等の感
染症法に基づく措置の実施について、その必
要性を含め、国に確認する。
③　「県内流行終息期」においても、①及び②
に同様の対応を行う。

YES

NO
症例定義に基づき

疑い例
か否かを診断

指定医療機関※一般患者
として診療

直接
受診

届出があった旨

YES N O

受診
（必要に応じて
搬送）

①受入医療機関
②必要な指示

確
定
例

（
否
定
例

）

の
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告



検疫（空港、港）で新型インフルエンザを疑う者が発生した場合

航空会社

県内流行期・大規模流行期

県内発生・小流行期

海　外　発　生　期 国内発生期
①航空会社→
　・船舶の長
②検疫の実施→
　・臨船検疫又は着岸検疫の実施
　・無線検疫の実施
　　　（潜伏期間後に来航の場合）
と読み替える。

青森県健康危機管理対策本部
（事務局：健康福祉政策課）

①各関係機関への報告
②関係警察署・消防本部
　　　へ必要に応じて要請
③スポークスパーソン
　　　　　　　　　による公表

①　原則として、「海外発生期」と同様のトリ
アージ方針
②　「健康福祉政策課」を「防災消防課」、「青
森県健康危機管理対策本部」を「青森県危機
対策本部」に読み替える。

①　原則として、「海外発生期」と同様のトリ
アージ方針
②　「健康福祉政策課」を「防災消防課」、「指定
医療機関」を「指定医療機関及び協力医療機
関」、「青森県健康危機管理対策本部」を「青森
県危機対策本部」に読み替える。

①　感染症法に基づく入院措置を緩和し、原
則としてすべての医療機関で対応することとし
ている。また、入院は重症患者に行う。
②　本マニュアルに基づく対応の多くは実施す
る必要がなくなると考えられることから、疑い
患者・患者の届出・報告及び入院勧告等の感
染症法に基づく措置の実施について、その必
要性を含め、国に確認する。
③　「県内流行終息期」においても、①及び②
に同様の対応を行う。

検疫官（医師）が

疑い患者
か否かを診断

質問票に基づき

有症者
か否かを問診・診察

検疫官（医師）が

疑い患者
か否かを診断

有症者なし

検疫前の通報

有症者あり 有症者なし

有症者あり

YES N O

報告

検
疫
の
実
施
連
絡

仙台検疫所

①有症者は疑い患者でない
②指導の内容等
を報告

YES N O

報告 ①
有
症
者
は
疑
い
患
者
で
な
い

②
指
導
の
内
容
等

を
報
告

必要に応じて、厚生労働省とともに
①指定医療機関への搬送
②受入可能な指定医療機関の調整
③健康監視対象者に関する報告
④感染症法上の措置等
に関する要請

必要に応じて協力

港
の
場
合

保 健 衛 生 課



新型インフルエンザを疑う者が事前の電話なしに一般医療機関等を受診した場合

有症者

最寄りの保健所

疑い例・確定例

か否かを診断

指定医療機関

健康状態質問票
医療機関を所管する

保健所 NO 疑う患者 YES
か否かを判断

保健衛生課 保健衛生課

県内流行期・大規模流行期

県内発生・小流行期

相談保健所

海　外　発　生　期 国内発生期

①疑い例でない者
　　　　　　　が受診する旨
②有症者に対して
　　　　　　　実施した対応

受入可能の旨

青森県健康危機管理対策本部
（事務局：健康福祉政策課）

YES

①受入医療機関
②必要な指示

N O

受入要請 受諾回答

①各関係機関への報告
②スポークスパーソン
　　　　　　　による公表

①　原則として、「海外発生期」と同様のトリ
アージ方針
②　「健康福祉政策課」を「防災消防課」、「青
森県健康危機管理対策本部」を「青森県危機
対策本部」に読み替える。

①　原則として、「海外発生期」と同様のトリアー
ジ方針
②　「健康福祉政策課」を「防災消防課」、「指定
医療機関」を「指定医療機関及び協力医療機
関」、「青森県健康危機管理対策本部」を「青森
県危機対策本部」に読み替える。

①　感染症法に基づく入院措置を緩和し、原
則としてすべての医療機関で対応することとし
ている。また、入院は重症患者に行う。
②　本マニュアルに基づく対応の多くは実施す
る必要がなくなると考えられることから、疑い
患者・患者の届出・報告及び入院勧告等の感
染症法に基づく措置の実施について、その必
要性を含め、国に確認する。
③　「県内流行終息期」においても、①及び②
に同様の対応を行う。

連絡

連絡
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NO
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か否かを問診
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直接
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